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●　暮らしの情報

■
受
付
時
間

【
平
日
】
午
前
９
時
〜
午
後
８
時

　
　
　
　
来
所
の
受
付
は
午
後
７
時
ま
で

【
土
日
】
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
　
　
　
来
所
の
受
付
は
午
後
４
時
ま
で

※

土
日
の
来
所
の
場
合
の
出
入
り
口
は
県

庁
舎
本
館
東
側
通
用
口

■
相
談
方
法

【
電
話
相
談
】

・
０
９
７‐

５
３
６‐

３
６
５
０（
専
用
）

・
０
９
７‐

５
０
６‐

５
２
５
１

・
０
９
７‐

５
０
６‐

５
２
４
１

【
来
所
相
談
】
大
分
県
労
働
委
員
会
事
務

局
（
大
分
県
庁
舎
本
館
３
階
）

■
お
問
い
合
わ
せ　
県
労
働
委
員
会

（
☎
０
９
７‐

５
０
６‐

５
２
４
１
）

　
相
続
・
会
社
設
立
等
の
登
記
、
供
託
、

訴
訟
、
遺
言
、
成
年
後
見
等
司
法
書
士
無

料
相
談
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
あ
な
た
が
土
地
を
買
っ
た
り
、
ま
た
は

遺
産
を
相
続
す
る
な
ど
財
産
を
取
得
し
た

と
き
は
、
そ
の
所
有
権
の
登
記
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
権
利
が
保
全
さ
れ
ま
す
。

　

ほ
か
に
、
会
社
や
法
人
・
組
合
の
設

立
、
少
額
な
訴
訟
、
民
事
再
生
、
自
己
破

産
、
土
地
・
家
屋
に
対
す
る
賃
料
不
払
い

や
明
け
渡
し
、
夫
婦
・
親
子
関
係
や
扶
養

に
関
す
る
問
題
な
ど
で
悩
ん
で
お
ら
れ
る

方
、
ま
た
、
判
断
能
力
が
低
下
し
た
高
齢

者
等
の
成
年
後
見
、
遺
言
書
作
成
等
の
ご

相
談
も
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
と　
き　
10
月
２
日
㈯
午
前
10
時
〜
午

後
３
時
（
受
付
順
・
予
約
不
要
）

■
と
こ
ろ　
日
田
市
複
合
文
化
施
設
ア

オ
ー
ゼ
第
１
会
議
室

■
相
談
料　
無
料

■
相
談
担
当
者　
大
分
県
司
法
書
士
会
員

■
お
問
い
合
わ
せ　
大
分
県
司
法
書
士
会

（
☎
０
９
７‐

５
３
２‐

７
５
７
９
）

　
ま
た
は
最
寄
り
の
司
法
書
士
事
務
所

　

法
務
大
臣
か
ら
任
命
さ
れ
た
公
証
人

は
、
遺
言
を
始
め
、
任
意
後
見
契
約
な
ど

大
切
な
各
種
契
約
に
関
す
る
公
正
証
書
を

作
成
し
て
い
ま
す
。
公
正
証
書
は
、
紛
争

の
予
防
と
紛
争
の
早
期
解
決
に
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
公
正
証

書
遺
言
は
、
遺
産
相
続
に
伴
う
親
族
間
の

紛
争
を
防
止
す
る
と
と
も
に
相
続
手
続
を

簡
易
・
迅
速
に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
公
証
役
場
で
は
い
つ
で
も
無
料

で
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

■
相
談
機
関

　
日
田
公
証
役
場
（
日
田
市
田
島
２
丁
目

１‐

２
０　
第
２
光
ビ
ル
２
階
）

■
電
話
番
号

　
☎
０
９
７
３‐

２
４‐

６
７
５
１

　
10
月
17
日
か
ら
23
日
は
「
薬
と
健
康
の

週
間
」
で
す
。

【
薬
を
正
し
く
使
う
た
め
に
】

①
用
法
用
量
を
守
り
ま
し
ょ
う

②
使
用
す
る
薬
の
情
報
を
知
り
ま
し
ょ
う

③
人
か
ら
も
ら
っ
た
薬
は
使
わ
な
い

④
薬
の
専
門
家
（
薬
剤
師
な
ど
）
に
相
談

し
ま
し
ょ
う

【
お
く
す
り
１
１
０
番
】

　
お
く
す
り
１
１
０
番
は
、
薬
に
関
す
る

電
話
相
談
窓
口
（
薬
剤
師
対
応
）
で
す

■
電
話
番
号

　
☎
０
９
７‐

５
４
４‐

９
５
１
２

■
期　
間

　
10
月
18
日
㈪
〜
10
月
23
日
㈯

■
時　
間　
午
前
10
時
〜
正
午
、
午
後
１

時
〜
午
後
３
時

　
９
月
24
日
か
ら
30
日
は
結
核
予
防
週
間

で
す
。

　

結
核
は
過
去
の
病
気
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
令
和
元
年
度
の
大
分
県
の
結
核
罹
患

率
は
全
国
７
位
で
あ
り
、
日
田
玖
珠
地
域

で
は
、
令
和
元
年
に
７
人
、
令
和
２
年
に

６
人
が
新
た
に
結
核
と
診
断
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
咳
が
２
週
間
以
上
続
く
、
痰
が
出
る
、

倦
怠
感
や
微
熱
が
続
く
な
ど
の
症
状
が
あ

る
と
き
は
、
早
め
に
病
院
を
受
診
し
ま

し
ょ
う
。

　
高
齢
者
で
は
咳
や
痰
な
ど
の
症
状
が
出

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
早
期
発
見
・
早

期
治
療
の
た
め
、
年
に
一
度
は
健
診
を
受

け
ま
し
ょ
う
。

■
お
問
い
合
わ
せ　
大
分
県
西
部
保
健
所

（
☎
０
９
７
３‐

２
３‐

３
１
３
３
）

　

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
が
改
正

（
以
下
「
改
正
法
」
）
さ
れ
、
ク
ロ
ス
ボ

ウ
の
所
持
が
原
則
禁
止
・
許
可
制
と
な
り

ま
す
。

　
改
正
法
の
施
行
後
、
不
法
に
所
持
し
た

場
合
、
罪
に
問
わ
れ
ま
す
。
改
正
法
は
、

公
布
の
日
（
令
和
３
年
６
月
16
日
）
か
ら

９
か
月
以
内
に
施
行
さ
れ
ま
す
。

　
自
宅
等
に
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
所
持
し
て
い

る
場
合
、
改
正
法
の
施
行
後
６
か
月
以
内

に
許
可
申
請
を
す
る
か
、
警
察
署
に
処
分

依
頼
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
施
行
後
６
か
月
以
内
に
こ
れ
ら
の
措
置

を
講
ず
れ
ば
、
罪
に
問
わ
れ
ま
せ
ん
。
最

寄
り
の
警
察
署
に
持
ち
込
ん
で
い
た
だ
け

れ
ば
、
無
償
で
処
分
し
ま
す
（
処
分
の
依

頼
は
現
在
受
付
中
で
す
）
。
詳
し
い
こ
と

は
、
最
寄
り
の
警
察
署
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ　
玖
珠
警
察
署

（
☎
７
２‐

２
１
３
１
）

■
と　
き
（
農
林
と
水
産
の
合
同
開
催
）

　
10
月
16
日
㈯
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４

時
30
分
、
10
月
17
日
㈰
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
３
時
30
分

■
と
こ
ろ　
別
府
公
園
（
別
府
市
）

■
主
な
行
事　
県
産
農
林
水
産
物
の
販
売

お
知
ら
せ

県
下
一
斉
司
法
書
士
法
律
相
談

ご
存
じ
で
す
か
公
証
制
度

薬
と
健
康
の
週
間

結
核
予
防
週
間

ク
ロ
ス
ボ
ウ
（
ボ
ー
ガ
ン
）
は

所
持
禁
止
に
な
り
ま
す

大
分
県
農
林
水
産
祭

お
お
い
た
み

の
り
フ
ェ
ス
タ

開
催


